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保
険
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

「
第
一
節 

契
約
条
件
の
変
更
（ 

目
次
中
「
第
一
節 

業
務
及
び
財
産
の
管
理
等
に
関
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
処
分
等
」
を 

第
二
節 

業
務
及
び
財
産
の
管 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 

第
三
款 

契
約
条
件
の
変
更
（
第
二
百
五
十
条
―
第
二
百
五
十 

第
二
百
四
十
条
の
二
―
第
二
百
四
十
条
の
十
三
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

第
一
節
の
二 

合
併
等
の
手
続
の
実
施
の
命
令
等
（
第
二
百
五
十 

理
等
に
関
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
処
分
等 
 

 

」 

第
二
節 

保
険
契
約
者
保
護
機
構
の
行
う
資
金
援
助
等 

五
条
の
五
） 

 
 

 
 

 
 

 

「 

第
三
款 

合
併
等
に
お
け
る
契
約
条
件
の
変
更
（
第
二
百
五
十
条
―
第
二
百
五
十
五
条 

六
条
―
第
二
百
五
十
八
条
） 

を 

第
三
節 

合
併
等
の
手
続
の
実
施
の
命
令
等
（
第
二
百
五
十
六
条
―
第
二
百
五
十
八
条
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

第
四
節 

保
険
契
約
者
保
護
機
構
の
行
う
資
金
援
助
等 

の
五
） 

 
 

 
 

に
、
「
第
三
節 

雑
則
（
第
二
百
七
十
一
条
―
第
二
百
七
十
一
条
の
二
の
四
）
」
を
「
第
五
節 

雑
則
（
第
二
百
七 

 
 

 

」 
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十
一
条
―
第
二
百
七
十
一
条
の
二
の
四
）
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
二
条
第
二
項
第
四
号
中
「
基
金
」
の
下
に
「
（
第
五
十
六
条
の
基
金
償
却
積
立
金
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
五
十
二
条
の
三
第
三
項
中
「
、
第
三
百
八
十
条
第
一
項
」
を
削
り
、
「
第
六
十
条
第
四
項
」
を
「
第
六
十
条
第
五
項
」
に

改
め
、
「
商
法
第
二
百
八
十
条
ノ
十
五
第
一
項
」
と
」
の
下
に
「
、
「
第
三
百
八
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
業
法
第

五
十
六
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
三
百
八
十
条
第
一
項
」
と
」
を
加
え
る
。 

第
五
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

第
五
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
基
金
償
却
積
立
金
の
積
立
て
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

基
金
に
係
る
債
務
の
免
除
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
免
除
を
受
け
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
基
金
の
総
額
か
ら
控
除

し
、
基
金
償
却
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
基
金
償
却
積
立
金
の
取
崩
し
） 

第
五
十
六
条
の
二 

相
互
会
社
は
、
社
員
総
会
（
総
代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
総
代
会
）
の
決
議
に
よ
り
、
基
金
償
却
積

立
金
を
取
り
崩
す
こ
と
が
で
き
る
。 
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２ 

前
項
の
場
合
に
は
、
第
六
十
二
条
第
二
項
に
定
め
る
決
議
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
金
償
却
積
立
金
の
取
崩
し
に
よ
る
変
更
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
第
六
十
五
条
に
お
い
て
準
用

す
る
商
業
登
記
法
第
十
八
条
、
第
十
九
条
（
申
請
書
の
添
付
書
面
）
及
び
第
七
十
九
条
（
株
式
会
社
の
添
付
書
面
の
通
則
）

に
定
め
る
書
類
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
三
百
七
十
六
条
第
一
項
（
資
本
の
減
少
に
関
す
る
債
権
者
の
異
議
）
の
規
定
に
よ
る

公
告
及
び
催
告
を
し
た
こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
弁
済
し
、
若
し
く
は
担
保

を
供
し
、
若
し
く
は
信
託
し
た
こ
と
又
は
基
金
償
却
積
立
金
の
取
崩
し
を
し
て
も
そ
の
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と

を
証
す
る
書
面 

二 

次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面 

三 

次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
七
条
第
二
項
の
異
議
を
述
べ
た
保
険
契
約
者
の
数
又
は
そ
の
者
の
次
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
十
七
条
第
四
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
金
額
が
、
同
項
に
定
め
る
割
合
を
超
え
な
か
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面 

４ 

第
十
六
条
の
二
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
七
項
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
並
び
に
商
法
第

三
百
七
十
六
条
及
び
第
三
百
八
十
条
（
資
本
減
少
無
効
の
訴
え
）
の
規
定
は
、
第
一
項
の
基
金
償
却
積
立
金
の
取
崩
し
に
つ
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い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
委
員
会
等
設
置
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
二
条

の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
委
員
会
等
設
置
相
互
会
社
」
と
、
「
資
本
の
減
少
」
と
あ
る
の
は
「
基
金
償
却
積
立
金
の
取
崩
し

」
と
、
「
株
主
総
会
」
と
あ
る
の
は
「
社
員
総
会
（
総
代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
総
代
会
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「

株
主
」
と
あ
る
の
は
「
社
員
」
と
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
資
本
の
減
少
」
と
あ
る
の
は
「
基
金
償
却
積
立
金

の
取
崩
し
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
商
法
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
六
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
」
と
、
同

条
第
七
項
中
「
前
各
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
第
五
項
」
と
、
同
項
及
び
同
条

第
九
項
中
「
資
本
の
減
少
」
と
あ
る
の
は
「
基
金
償
却
積
立
金
の
取
崩
し
」
と
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六

条
の
二
第
二
項
中
「
株
主
」
と
あ
る
の
は
「
社
員
」
と
、
同
法
第
三
百
七
十
六
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

「
保
険
業
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
」
と
、
「
資
本
ノ
減
少
」
と
あ
る
の
は
「
基
金
償
却
積
立
金
ノ
取
崩
」
と
、
「
減
少

ス
ベ
キ
資
本
ノ
額
、
同
項
各
号
ニ
掲
グ
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
其
ノ
各
号
ニ
定
ム
ル
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
取
リ
崩
ス
ベ
キ
基
金

償
却
積
立
金
ノ
額
」
と
、
同
法
第
三
百
八
十
条
第
一
項
中
「
資
本
減
少
」
と
あ
る
の
は
「
基
金
償
却
積
立
金
ノ
取
崩
」
と
、

同
条
第
二
項
中
「
株
主
」
と
あ
る
の
は
「
社
員
」
と
、
「
資
本
ノ
減
少
」
と
あ
る
の
は
「
基
金
償
却
積
立
金
ノ
取
崩
」
と
、

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
四
十
九
条
中
「
株
主
」
と
あ
る
の
は
「
社
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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５ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
金
償
却
積
立
金
の
取
崩
し
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ

な
い
。 

第
五
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
損
失
の
て
ん
補
に
充
て
る
た
め
の
損
失
て
ん
補
準
備
金
等
の
取
崩
し
） 

第
五
十
七
条 

損
失
て
ん
補
準
備
金
は
、
損
失
の
て
ん
補
に
充
て
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
取
り
崩
す
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

損
失
て
ん
補
準
備
金
を
損
失
の
て
ん
補
に
充
て
て
も
な
お
不
足
す
る
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
、
基
金
償
却

積
立
金
を
損
失
の
て
ん
補
に
充
て
る
た
め
取
り
崩
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
六
十
条
第
一
項
中
「
そ
の
定
款
を
変
更
し
て
基
金
の
総
額
を
増
加
し
」
を
「
社
員
総
会
（
総
代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は

、
総
代
会
）
の
決
議
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
六
十
条
第
二
項
」
」
を
「
第
六
十
条
第
三
項
」
」
に
、
「
第
六

十
条
第
二
項
各
号
」
を
「
第
六
十
条
第
三
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
は
、
第
六
十
二
条
第
二
項
に
定
め
る
決
議
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
八
十
八
条
の
見
出
し
を
「
（
基
金
の
償
却
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
本
文
の
場
合
」
を
「
相
互
会
社
か
ら
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株
式
会
社
へ
の
組
織
変
更
を
行
う
場
合
」
に
改
め
る
。 

第
百
二
十
六
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

八 

第
二
百
四
十
条
の
五
第
五
項
の
方
針
に
関
す
る
事
項 

 

第
百
五
十
一
条
中
「
第
六
十
条
第
四
項
」
を
「
第
六
十
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「
準
用
ス
ル
第
二
百
八
十
条
ノ
十
五
」
の
下

に
「
、
同
法
第
五
十
六
条
の
二
第
四
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
第
三
百
八
十
条
」
を
加
え
る
。 

第
百
八
十
四
条
中
「
第
六
十
条
第
四
項
」
を
「
第
六
十
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

第
二
編
第
十
章
中
第
三
節
を
第
五
節
と
し
、
第
二
節
を
第
四
節
と
し
、
第
一
節
の
二
を
第
三
節
と
す
る
。 

第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
中
「
（
外
国
保
険
会
社
等
を
含
む
。
第
二
百
四
十
三
条
、
第
二
百
五
十
四
条
、
第
二
百
五
十
五
条

、
第
二
百
六
十
条
第
一
項
第
二
号
、
第
六
項
及
び
第
八
項
第
二
号
並
び
に
第
二
百
七
十
条
の
六
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い

て
同
じ
。
）
」
、
「
（
外
国
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
日
本
に
お
け
る
保
険
業
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
百
六
十
二
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
及
び
「
（
外
国
保
険
会
社
等
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
者
等
。
以
下
こ
の
章
に
お
い

て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
中
「
第
六
十
条
第
四
項
」
を
「
第
六
十
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「
（
資
本
減
少
無
効
の
訴
え
）
（
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」
の
下
に
「
第
五
十
六
条
の
二
第
四
項
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
」
を
削
る

。 

第
二
百
四
十
九
条
の
二
第
三
項
中
「
）
若
し
く
は
」
の
下
に
「
第
五
十
六
条
の
二
第
二
項
、
第
六
十
条
第
二
項
、
」
を
加
え

る
。 第

二
百
四
十
九
条
の
三
第
六
項
中
「
、
第
二
百
五
十
条
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
百
五
十
一
条
第
二
項
」
を
「
並
び

に
第
二
百
五
十
条
第
三
項
及
び
第
五
項
」
に
、
「
同
条
第
五
項
中
「
前
項
の
公
告
」
と
あ
り
、
及
び
第
二
百
五
十
一
条
第
二
項

中
「
第
二
百
五
十
条
第
四
項
」
を
「
及
び
同
条
第
五
項
中
「
前
項
」
に
改
め
る
。 

第
二
編
第
十
章
第
一
節
第
三
款
の
款
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
三
款 

合
併
等
に
お
け
る
契
約
条
件
の
変
更 

第
二
百
五
十
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

３ 

前
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
契
約
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

一 

次
項
の
公
告
の
時
（
当
該
公
告
の
時
に
お
い
て
既
に
、
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
の
全
部
若
し
く

は
一
部
の
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
、
保
険
契
約
に
係
る
支
払
を
停
止
し
て
い
る
場
合
又
は
第
二
百
四
十
五
条
（
第
二
百
五
十
八
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条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
こ
の
条
第
五
項
、
第
二
百
五
十
四
条
第
四
項
若
し
く
は
第
二
百
五
十

五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
業
務
を
停
止
し
、
保
険
契
約
に
係
る
支
払
を
停
止
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
保
険
契
約
に
係
る
支
払
を
停
止
し
た
時
。
次
号
に
お
い
て
「
公
告
等
の
時
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
既
に
保
険
事
故

が
発
生
し
て
い
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
事
故
に
係
る
保
険
金
の
支
払
に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
） 

二 

公
告
等
の
時
に
お
い
て
既
に
保
険
期
間
が
終
了
し
て
い
る
保
険
契
約
（
公
告
等
の
時
に
お
い
て
保
険
期
間
の
中
途
で
解

約
そ
の
他
の
保
険
契
約
の
終
了
の
事
由
が
発
生
し
て
い
る
も
の
（
第
二
百
四
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
よ
り
保
険

契
約
に
係
る
支
払
が
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
含
み
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

第
二
百
五
十
一
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

前
条
第
一
項
の
保
険
契
約
の
移
転
を
す
る
場
合
に
お
け
る
第
百
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
三
十
七
条
第
四
項
（
第
二
百

十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
百
三

十
五
条
第
二
項
中
「
第
百
三
十
七
条
第
一
項
の
公
告
の
時
に
お
い
て
既
に
保
険
事
故
が
発
生
し
て
い
る
保
険
契
約
（
当
該
保

険
事
故
に
係
る
保
険
金
の
支
払
に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
保
険
契
約
」
と

あ
る
の
は
「
第
二
百
五
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
契
約
」
と
、
第
百
三
十
七
条
第
四
項
中
「
五
分
の
一
」
と
あ
る
の
は
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「
十
分
の
一
」
と
、
「
当
該
保
険
契
約
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
公
告
の
時
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
険
契
約
が
第

二
百
五
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
契
約
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
険
契
約
に
つ
き
」
と
す
る
。 

第
二
百
五
十
四
条
第
二
項
中
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

第
二
百
五
十
五
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

前
条
第
一
項
の
合
併
を
す
る
場
合
に
お
け
る
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
四
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
公
告
の
時
に
お
い
て
既
に
保
険
事
故
の
発
生
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り

保
険
金
請
求
権
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
権
利
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
険
金
請
求
権
等
」
と
い
う
。
）
が
生
じ
て
い

る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
金
請
求
権
等
に
係
る
支
払
に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
百
五
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
五
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
契
約
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
五
分

の
一
」
と
あ
る
の
は
「
十
分
の
一
」
と
、
「
保
険
金
請
求
権
等
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
五
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
二
百
五
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
契
約
に
係
る
保
険
金
請
求
権
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
権
利
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
保
険
金
請
求
権
等
」
と
い
う
。
）
」
と
す
る
。 

第
二
百
五
十
五
条
の
二
第
二
項
中
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。 
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第
二
編
第
十
章
中
第
一
節
を
第
二
節
と
し
、
同
章
に
第
一
節
と
し
て
次
の
一
節
を
加
え
る
。 

第
一
節 

契
約
条
件
の
変
更 

（
契
約
条
件
の
変
更
の
申
出
） 

第
二
百
四
十
条
の
二 
保
険
会
社
（
外
国
保
険
会
社
等
を
含
む
。
第
二
百
四
十
条
の
五
、
第
二
百
四
十
条
の
六
、
第
二
百
四
十

三
条
、
第
二
百
五
十
四
条
、
第
二
百
五
十
五
条
、
第
二
百
六
十
条
第
一
項
第
二
号
、
第
六
項
及
び
第
八
項
第
二
号
並
び
に
第

二
百
七
十
条
の
六
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
照
ら
し
て
そ
の
保
険
業

（
外
国
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
日
本
に
お
け
る
保
険
業
。
以
下
こ
の
条
、
第
二
百
四
十
条
の
十
一
、
第
二
百
四
十
一
条

及
び
第
二
百
六
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
継
続
が
困
難
と
な
る
蓋が

い

然
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、

当
該
保
険
会
社
に
係
る
保
険
契
約
（
変
更
対
象
外
契
約
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
保
険
金
額
の
削
減
そ
の
他
の
契
約
条
項
の
変

更
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
契
約
条
件
の
変
更
」
と
い
う
。
）
を
行
う
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

保
険
会
社
は
、
前
項
の
申
出
を
す
る
場
合
に
は
、
契
約
条
件
の
変
更
を
行
わ
な
け
れ
ば
保
険
業
の
継
続
が
困
難
と
な
る
蓋が

い

然
性
が
あ
り
、
保
険
契
約
者
等
（
外
国
保
険
会
社
等
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
者
等
。
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
保
護
の
た
め
契
約
条
件
の
変
更
が
や
む
を
得
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由
を
、
文
書
を
も
っ
て
、
示
さ
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
出
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
申
出
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
に
規
定
す
る
「
変
更
対
象
外
契
約
」
と
は
、
契
約
条
件
の
変
更
の
基
準
と
な
る
日
に
お
い
て
既
に
保
険
事
故
が
発

生
し
て
い
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
事
故
に
係
る
保
険
金
の
支
払
に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他

の
政
令
で
定
め
る
保
険
契
約
を
い
う
。 

 

（
業
務
の
停
止
等
） 

第
二
百
四
十
条
の
三 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
条
第
三
項
の
承
認
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
保
険
契
約
者
等
の
保
護
の
た
め
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
保
険
会
社
に
対
し
、
期
限
を
付
し
て
当
該
保
険
会
社
の
保
険
契
約
の
解
約
に
係
る
業
務

の
停
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
契
約
条
件
の
変
更
の
限
度
） 

第
二
百
四
十
条
の
四 

契
約
条
件
の
変
更
は
、
契
約
条
件
の
変
更
の
基
準
と
な
る
日
ま
で
に
積
み
立
て
る
べ
き
責
任
準
備
金
に

対
応
す
る
保
険
契
約
に
係
る
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

契
約
条
件
の
変
更
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
保
険
金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給
付
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
予
定
利
率
に
つ
い
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て
は
、
保
険
契
約
者
等
の
保
護
の
見
地
か
ら
保
険
会
社
の
資
産
の
運
用
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る

率
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
契
約
条
件
の
変
更
の
決
議
） 

第
二
百
四
十
条
の
五 
保
険
会
社
は
、
契
約
条
件
の
変
更
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
百
四
十
条
の
二
第
三
項
の
承
認
を

得
た
後
、
契
約
条
件
の
変
更
に
つ
き
、
株
主
総
会
等
の
決
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
は
、
商
法
第
三
百
四
十
三
条
（
定
款
変
更
の
決
議
の
方
法
）
に
定
め
る
決
議
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項
に

定
め
る
決
議
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
決
議
を
行
う
場
合
に
は
、
保
険
会
社
は
、
商
法
第
二
百
三
十
二
条
第
一
項
（
招
集
の
通
知
）
（
第
四
十
一
条
及

び
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
お
い
て
、
契
約
条
件
の
変
更
が
や
む
を
得
な

い
理
由
、
契
約
条
件
の
変
更
の
内
容
、
契
約
条
件
の
変
更
後
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
予
測
、
基
金
及
び
保
険
契
約
者
等

以
外
の
債
権
者
に
対
す
る
債
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
、
経
営
責
任
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
の
決
議
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
契
約
条
件
の
変
更
に
係
る
保
険
契
約
に
関
す
る
契
約
者
配
当
、
剰
余
金
の
分
配
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そ
の
他
の
金
銭
の
支
払
に
関
す
る
方
針
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
通
知
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 
前
項
の
方
針
に
つ
い
て
は
、
そ
の
方
針
を
定
款
に
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
契
約
条
件
の
変
更
に
お
け
る
株
主
総
会
等
の
特
別
決
議
等
に
関
す
る
特
例
） 

第
二
百
四
十
条
の
六 
株
式
会
社
で
あ
る
保
険
会
社
に
お
け
る
前
条
第
一
項
の
決
議
又
は
こ
れ
と
と
も
に
行
う
商
法
第
二
百
十

四
条
第
一
項
（
株
式
併
合
）
、
第
二
百
四
十
五
条
第
一
項
（
営
業
の
譲
渡
及
び
譲
受
け
）
、
第
二
百
八
十
条
ノ
二
第
二
項
（

新
株
の
有
利
発
行
）
（
同
法
第
二
百
十
一
条
第
三
項
（
会
社
が
有
す
る
自
己
の
株
式
の
処
分
に
つ
い
て
の
準
用
規
定
）
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
百
四
十
六
条
（
あ
る
種
類
の
株
主
の
総
会
）
若
し
く
は
第
三
百
七
十
五
条
第
一
項

（
資
本
の
減
少
）
若
し
く
は
第
六
十
九
条
第
二
項
、
第
百
三
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
百
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
決
議
若
し
く
は
同
法
第
三
百
四
十
三
条
（
定
款
変
更
の
決
議
の
方
法
）
、
第
三
百
四
十
五
条
第
二
項
（
あ
る
種
類
の
株
主

の
総
会
）
、
第
三
百
五
十
三
条
第
五
項
（
株
式
交
換
契
約
書
の
承
認
）
（
同
法
第
三
百
六
十
五
条
第
三
項
（
株
式
移
転
事
項

の
承
認
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
百
五
条
（
解
散
の
決
議
）
若
し
く
は
第
四
百
八
条
第
四
項
（
合
併

契
約
書
の
承
認
）
に
規
定
す
る
決
議
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
席
し
た
株
主
の
議
決
権
の
三
分
の
二
以
上
に

当
た
る
多
数
を
も
っ
て
、
仮
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



  

- 14 -  

２ 

株
式
会
社
で
あ
る
保
険
会
社
に
お
け
る
前
条
第
一
項
の
決
議
と
と
も
に
行
う
商
法
第
三
百
四
十
八
条
第
一
項
（
株
式
の
譲

渡
を
制
限
す
る
定
款
変
更
の
決
議
方
法
）
、
第
三
百
五
十
三
条
第
六
項
（
株
式
交
換
契
約
書
の
承
認
）
、
第
三
百
六
十
五
条

第
二
項
（
株
式
移
転
事
項
の
承
認
）
又
は
第
四
百
八
条
第
五
項
（
合
併
契
約
書
の
承
認
）
の
規
定
に
よ
る
決
議
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
席
し
た
株
主
の
過
半
数
で
あ
っ
て
出
席
し
た
株
主
の
議
決
権
の
三
分
の
二
以
上
に
当
た
る
多
数

を
も
っ
て
、
仮
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

相
互
会
社
で
あ
る
保
険
会
社
に
お
け
る
前
条
第
一
項
の
決
議
又
は
こ
れ
と
と
も
に
行
う
第
四
十
一
条
若
し
く
は
第
四
十
九

条
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
二
百
四
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
（
営
業
の
譲
渡
及
び
譲
受
け
）
若
し
く
は
第

五
十
六
条
の
二
第
二
項
、
第
六
十
条
第
二
項
、
第
八
十
六
条
第
三
項
、
第
百
三
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
百
四
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
決
議
若
し
く
は
第
六
十
二
条
第
二
項
、
第
百
五
十
六
条
若
し
く
は
第
百
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

決
議
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
席
し
た
社
員
（
総
代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
総
代
）
の
議
決
権
の
四
分

の
三
以
上
に
当
た
る
多
数
を
も
っ
て
、
仮
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
仮
に
し
た
決
議
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
仮
決
議
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は

、
各
株
主
に
対
し
、
当
該
仮
決
議
の
趣
旨
を
通
知
し
、
当
該
仮
決
議
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
再
度
の
株
主
総
会
を
招
集
し
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 
前
項
の
株
主
総
会
に
お
い
て
第
一
項
に
規
定
す
る
多
数
を
も
っ
て
仮
決
議
を
承
認
し
た
場
合
に
は
、
当
該
承
認
の
あ
っ
た

時
に
、
当
該
仮
決
議
を
し
た
事
項
に
係
る
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。 

６ 

前
二
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
に
し
た
決
議
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
前
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
仮
に
し
た
決
議
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
四
項
中
「
各
株
主
」
と
あ
る
の
は
「
各
社
員
（
総
代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
各
総
代
）
」
と
、
同
項

及
び
第
五
項
中
「
株
主
総
会
」
と
あ
る
の
は
「
社
員
総
会
（
総
代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
総
代
会
）
」
と
、
同
項
中
「

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
契
約
条
件
の
変
更
に
係
る
書
類
の
備
置
き
等
） 

第
二
百
四
十
条
の
七 

保
険
会
社
の
取
締
役
（
委
員
会
等
設
置
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
執
行
役
）
は
、
第
二
百
四
十
条
の
五
第

一
項
の
決
議
を
行
う
べ
き
日
の
二
週
間
前
（
外
国
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
契
約
条
件
の
変
更
に
つ
い
て
の
決
定
を
行
っ

た
日
）
か
ら
第
二
百
四
十
条
の
十
三
第
一
項
の
公
告
の
日
ま
で
、
契
約
条
件
の
変
更
が
や
む
を
得
な
い
理
由
を
示
す
書
類
、
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契
約
条
件
の
変
更
の
内
容
を
示
す
書
類
、
契
約
条
件
の
変
更
後
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
予
測
を
示
す
書
類
、
基
金
及
び

保
険
契
約
者
等
以
外
の
債
権
者
に
対
す
る
債
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を
示
す
書
類
、
経
営
責
任
に
関
す
る
事
項
を
示
す

書
類
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
（
第
二
百
四
十
条
の
五
第
四
項
に
規
定
す
る
方
針
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
方
針
の
内
容
を
示
す
書
類
を
含
む
。
）
を
各
営
業
所
又
は
各
事
務
所
（
外
国
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
第
百
八
十
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
支
店
等
）
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

保
険
会
社
の
株
主
又
は
保
険
契
約
者
（
外
国
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
者
）
は
、
そ
の
営
業

時
間
又
は
事
業
時
間
内
に
限
り
、
前
項
の
書
類
の
閲
覧
を
求
め
、
又
は
保
険
会
社
の
定
め
る
費
用
を
支
払
っ
て
そ
の
謄
本
若

し
く
は
抄
本
の
交
付
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
保
険
調
査
人
） 

第
二
百
四
十
条
の
八 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
二
百
四
十
条
の
二
第
三
項
の
承
認
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
保
険
調
査
人
を
選
任
し
、
保
険
調
査
人
を
し
て
、
契
約
条
件
の
変
更
の
内
容
そ
の
他
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
保
険
調
査
人
が
調
査
す
べ
き
事
項
及
び
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て
調
査
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の
結
果
の
報
告
を
す
べ
き
期
限
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
内
閣
総
理
大
臣
は
、
保
険
調
査
人
が
調
査
を
適
切
に
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
保
険
調
査
人
を
解
任
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

４ 

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
八
十
条
及
び
第
八
十
一
条
第
一
項
（
管
財
人
の
注
意
義
務
並
び
に

費
用
の
前
払
及
び
報
酬
）
の
規
定
は
、
保
険
調
査
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
裁
判
所
」
と

あ
る
の
は
、
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
更
生
法
第
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
費
用
及
び
報
酬
は
、
第
二
百
四
十
条
の
二
第
一

項
の
保
険
会
社
（
次
条
及
び
第
三
百
十
八
条
の
二
に
お
い
て
「
被
調
査
会
社
」
と
い
う
。
）
の
負
担
と
す
る
。 

 

（
保
険
調
査
人
の
調
査
等
） 

第
二
百
四
十
条
の
九 

保
険
調
査
人
は
、
被
調
査
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
、
監
査
役
及
び
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
並
び
に

こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
被
調
査
会
社
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
（
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ

の
者
が
当
該
被
調
査
会
社
の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
期
間
内
に
知
る
こ
と
の
で
き
た
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
き

報
告
を
求
め
、
又
は
被
調
査
会
社
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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２ 

保
険
調
査
人
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
官
庁
、
公
共
団
体
そ
の
他
の
者
に
照
会
し
、
又
は
協
力

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
保
険
調
査
人
の
秘
密
保
持
義
務
） 

第
二
百
四
十
条
の
十 
保
険
調
査
人
は
、
そ
の
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
保
険
調
査
人
が

そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

保
険
調
査
人
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
保
険
調
査
人
の
職
務
に
従
事
す
る
そ
の
役
員
及
び
職
員
は
、
そ
の
職
務
上
知
る
こ

と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
役
員
又
は
職
員
が
保
険
調
査
人
の
職
務
に
従
事
し
な
く
な
っ
た
後
に
お

い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

（
契
約
条
件
の
変
更
に
係
る
承
認
） 

第
二
百
四
十
条
の
十
一 

保
険
会
社
は
、
第
二
百
四
十
条
の
五
第
一
項
の
決
議
（
外
国
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
契
約
条
件

の
変
更
に
つ
い
て
の
決
定
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
っ
た
場
合
（
第
二
百
四
十
条
の
六
第
五
項
（
同
条
第
六

項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
第
二
百
四
十
条
の
五
第
一
項
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
は
、
当
該
決
議
の
後
、
遅
滞
な
く
、
当
該
決
議
に
係
る
契
約
条
件
の
変
更
に
つ
い
て
、
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内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
内
閣
総
理
大
臣
は
、
当
該
保
険
会
社
に
お
い
て
保
険
業
の
継
続
の
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、

か
つ
、
第
二
百
四
十
条
の
五
第
一
項
の
決
議
に
係
る
契
約
条
件
の
変
更
が
当
該
保
険
会
社
の
保
険
業
の
継
続
の
た
め
に
必
要

な
も
の
で
あ
り
、
保
険
契
約
者
等
の
保
護
の
見
地
か
ら
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
前
項
の
承
認
を
し

て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
契
約
条
件
の
変
更
の
通
知
及
び
異
議
申
立
て
等
） 

第
二
百
四
十
条
の
十
二 

保
険
会
社
は
、
前
条
第
一
項
の
承
認
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
承
認
が
あ
っ
た
日
か
ら
二
週
間
以

内
に
、
第
二
百
四
十
条
の
五
第
一
項
の
決
議
に
係
る
契
約
条
件
の
変
更
の
主
要
な
内
容
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
契
約
条
件

の
変
更
に
係
る
保
険
契
約
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
変
更
対
象
契
約
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
同
項
の
決
議
に
係
る

契
約
条
件
の
変
更
の
内
容
を
、
書
面
を
も
っ
て
、
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
契
約
条
件
の
変
更
が
や
む
を
得
な
い
理
由
を
示
す
書
類
、
契
約
条
件
の
変
更
後
の
業
務
及
び

財
産
の
状
況
の
予
測
を
示
す
書
類
、
基
金
及
び
保
険
契
約
者
等
以
外
の
債
権
者
に
対
す
る
債
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を

示
す
書
類
、
経
営
責
任
に
関
す
る
事
項
を
示
す
書
類
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
（
第
二
百
四
十
条
の
五
第
四
項
に
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規
定
す
る
方
針
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
方
針
の
内
容
を
示
す
書
類
を
含
む
。
）
を
添
付
し
、
変
更
対
象
契
約
者
で

異
議
が
あ
る
者
は
、
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
る
べ
き
旨
を
、
前
項
の
書
面
に
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
期
間
は
、
一
月
を
下
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

４ 

第
二
項
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
変
更
対
象
契
約
者
の
数
が
変
更
対
象
契
約
者
の
総
数
の
十
分
の
一
を
超
え
、
か
つ
、

当
該
異
議
を
述
べ
た
変
更
対
象
契
約
者
の
保
険
契
約
に
係
る
債
権
の
額
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
金
額

が
変
更
対
象
契
約
者
の
当
該
金
額
の
総
額
の
十
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、
契
約
条
件
の
変
更
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

５ 

第
二
項
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
変
更
対
象
契
約
者
の
数
又
は
そ
の
者
の
前
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
金
額
が
、
同
項

に
定
め
る
割
合
を
超
え
な
い
と
き
は
、
当
該
変
更
対
象
契
約
者
全
員
が
当
該
契
約
条
件
の
変
更
を
承
認
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
契
約
条
件
の
変
更
の
公
告
等
） 

第
二
百
四
十
条
の
十
三 

保
険
会
社
は
、
契
約
条
件
の
変
更
後
、
遅
滞
な
く
、
契
約
条
件
の
変
更
を
し
た
こ
と
そ
の
他
の
内
閣

府
令
で
定
め
る
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
契
約
条
件
の
変
更
を
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

保
険
会
社
は
、
契
約
条
件
の
変
更
後
三
月
以
内
に
、
当
該
契
約
条
件
の
変
更
に
係
る
保
険
契
約
者
に
対
し
、
当
該
契
約
条

件
の
変
更
後
の
保
険
契
約
者
の
権
利
及
び
義
務
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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第
三
百
十
一
条
の
二
第
一
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 
第
二
百
四
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
の
命
令 

第
三
百
十
一
条
の
三
第
一
項
第
三
号
中
「
第
二
百
三
十
一
条
」
の
下
に
「
、
第
二
百
四
十
条
の
三
」
を
加
え
る
。 

第
三
百
十
六
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。 

三 

第
二
百
四
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
た
者 

第
三
百
十
八
条
中
「
第
二
百
四
十
七
条
の
三
」
を
「
第
二
百
四
十
条
の
十
、
第
二
百
四
十
七
条
の
三
」
に
改
め
る
。 

第
三
百
十
八
条
の
二
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

被
調
査
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
、
監
査
役
若
し
く
は
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
が
第
二

百
四
十
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒

み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

第
三
百
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
百
十
六
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
又
は
第
六
号
」
を
「
第
三
百
十
六
条
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
六
号
又
は
第
七
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
三
百
十
六
条
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
」
を



  

- 22 -  

「
第
三
百
十
六
条
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
」
に
改
め
る
。 

第
三
百
二
十
八
条
第
一
項
中
「
規
定
す
る
者
」
の
下
に
「
、
保
険
会
社
の
保
険
調
査
人
」
を
加
え
る
。 

第
三
百
三
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
六
十
条
第
四
項
」
を
「
第
六
十
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

第
三
百
三
十
三
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
保
険
管
理
人
」
の
下
に
「
、
保
険
調
査
人
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号

中
「
、
第
五
十
七
条
」
を
「
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
第
六
十
条
第
四
項
」
を
「
第
六
十
条
第
五

項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
号
中
「
第
二
百
三
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
二
百
四
十
条
の
三
」
を
加
え
、
同
項
第
四
十
九

号
の
二
を
同
項
第
四
十
九
号
の
三
と
し
、
同
項
第
四
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四
十
九
の
二 

第
二
百
四
十
条
の
八
第
二
項
の
期
限
ま
で
に
調
査
の
結
果
の
報
告
を
し
な
い
と
き
。 

第
三
百
三
十
七
条
の
二
第
一
号
中
「
第
二
編
第
十
章
第
二
節
」
を
「
第
二
編
第
十
章
第
四
節
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
） 
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第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

（
船
主
相
互
保
険
組
合
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 
船
主
相
互
保
険
組
合
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
五
十
二
条
第
二
項
中
「
第
二
編
第
十
章
第
一
節
第
二
款
」
を
「
第
二
編
第
十
章
第
二
節
第
二
款
」
に
改
め
る
。 

 

 

（
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

第
百
九
十
七
条
第
一
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

六 

基
金
償
却
積
立
金
の
取
崩
し 

 
 

第
二
百
六
十
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

五 

基
金
償
却
積
立
金
の
取
崩
し 

 
 

第
二
百
六
十
三
条
第
一
号
中
「
第
六
十
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
六
十
条
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
百
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 
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（
基
金
償
却
積
立
金
の
取
崩
し
に
関
す
る
特
例
） 

第
三
百
二
条
の
二 

更
生
計
画
に
お
い
て
更
生
会
社
の
基
金
償
却
積
立
金
の
取
崩
し
を
す
る
こ
と
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て

は
、
保
険
業
法
第
五
十
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 

第
三
百
三
条
第
四
項
及
び
第
三
百
十
七
条
第
二
号
中
「
第
六
十
条
第
四
項
」
を
「
第
六
十
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。 


